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平成 26年度 草津市男女共同参画についてのアンケート調査結果概要 

【調査概要】 

目的：「第 3次草津市男女共同参画推進計画」の進捗状況の把握および今後の施策・ 

方針の参考とするため。 

対象：市内在住の 20歳以上の市民から無作為に選ばれた 3,000名 

方法：郵送による配布・回収 

期間：平成 26年 11月 22日～平成 26年 12月 5日 

回収率：1,049件（35.0%） 

※「ｎ」は回答者数を示す  ※「*」は有意な差があることを示す 

現状と課題（分析のまとめ）                            

○固定的な性別役割分担意識の改善 

・「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に「賛成」の割合は 41.9%（平成 20年度 41.2%）で、依然

として役割分担意識が残っており、女性に比べて男性の方がその意識が強い。（１－③） 

・「しきたりや習慣」においての男女平等感が依然として低く、２割強に留まっている。（１－②） 

○ワーク・ライフ・バランスの実現 

・生活の中での優先度について、「希望」では男女ともに「仕事・家事・プライベートともに優先」が

最も多く、男性も家事をしたいという意向があるが、「現実」では男性は「仕事優先」、女性は「家

事優先」が最も多く、「希望」と「現実」の差が大きい。（２－①） 

・職場での取り組みとして、「社長や取締役がリーダーシップを発揮して取り組む」「管理職の意識改

革」が求められている。（２－②） 

○男性の家事・育児への参画促進 

・女性は男性に積極的な家事・育児への関わりを求めており、特に２０歳代、３０歳代の若い世代ほど

その思いが強い。（１－④） 

・男性が家事・育児に積極的に参加するためには、「男性自身の抵抗感の払拭」「夫婦や家族間のコミ

ュニケーションの増加」などが必要である。（１－④） 

○女性が働きやすい環境づくり 

・職場での男女間格差を感じている人が約４割（平成 20年度 23.7%）に増加しており、特に男性は「仕

事内容」、女性は「賃金・昇給」などで格差を感じている。（３－①） 

・理想とする女性の働き方は、男女ともに「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイム

で仕事を続ける」が多く、特に女性の２０歳代、３０歳代でその思いが強い。（３－②） 

・女性が仕事を続けるために必要なことは、「家族や周囲の理解と協力があること」が一番に挙げられ

ている。（３－③） 

・管理職に女性が少ない理由として、「男性優先の意識や女性管理職に対する不安感」「女性は家庭に

おける責任を多く担っているため」などが多く挙げられている。（３－④） 

○セクハラ・ＤＶ対策の推進 

・セクハラを受けた経験のある女性が３割弱で、被害者の６割以上が我慢している。また、ＤＶを受け

た経験がある女性が１割強で、被害者の５割以上が我慢しており、援助体制として、相談窓口の充実

が求められている。（４－②、５） 
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■ 数値目標と今回調査結果の比較                        

・ 男女共同参画推進計画で定める 10項目の数値目標のうち、本調査では 3項目について現状把握を 

行いました。計画策定時と今回調査の結果は横ばいとなっています。 

・ 「性別役割分担意識」「しきたりや慣習」を変えていくことは時間を要することではあるが、

これまでの取り組みを踏まえ、今後 5年間の取り組みを検討していくことが求められる。 

 

項目 
計画策定時 

（Ｈ20年度） 

今回調査 

（Ｈ26年度） 

目標値 

（Ｈ31年度） 

「男は仕事、女は家庭」と考える市民の割合 41.2% 41.9% 25％ 

「配偶者暴力相談支援センター」を知ってい

る人の割合 
16.6% 17.6% 60% 

しきたりや慣習について男女が平等である

と感じる市民の割合 
21.4% 22.7% 50% 

 

 

― 分析上の留意点 ― 
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・年齢構成について、前回調査と比較し、60歳代以上の占める割合が 30.1%から 44.1%に増加した。 

・調査結果において、前回調査と比較している場合は、回答者属性が変化していることに留意する必要がある。 

 

 

40.8

33.9

32.8

37.0

36.6

34.1

31.2

40.6

44.8

49.6

57.6

52.5

0 20 40 60

今回調査（n=71）

平成20年度調査 （n=183）

今回調査（n=177）

平成20年度調査 （n=273）

今回調査（n=205）

平成20年度調査 （n=323）

今回調査（n=125）

平成20年度調査 （n=362）

今回調査（n=232）

平成20年度調査 （n=312）

今回調査（n=231）

平成20年度調査 （n=196）

2
0
歳
代

3
0
歳
代

4
0
歳
代

5
0
歳
代

6
0
歳
代

7
0
歳
以
上

（%）

「男は仕事、女は家庭」と考える市民の割合
（単数回答）

9.9

9.8

13.6

8.4

11.2

16.1

16.8

16.6

21.6

24.4

24.7

24.5

0 10 20 30 40

今回調査（n=71）

平成20年度調査 （n=183）

今回調査（n=177）

平成20年度調査 （n=273）

今回調査（n=205）

平成20年度調査 （n=323）

今回調査（n=125）

平成20年度調査 （n=362）

今回調査（n=232）

平成20年度調査 （n=312）

今回調査（n=231）

平成20年度調査 （n=196）

2
0
歳
代

3
0
歳
代

4
0
歳
代

5
0
歳
代

6
0
歳
代

7
0
歳
以
上

（%）

配偶者暴力相談支援センターを知っている人
（単数回答）

23.9

16.9

15.3

16.5

15.6

16.5

14.4

25.2

23.3

23.7

37.7

31.1

0 10 20 30 40

今回調査（n=71）

平成20年度調査 （n=183）

今回調査（n=177）

平成20年度調査 （n=273）

今回調査（n=205）

平成20年度調査 （n=323）

今回調査（n=125）

平成20年度調査 （n=362）

今回調査（n=232）

平成20年度調査 （n=312）

今回調査（n=231）

平成20年度調査 （n=196）

2
0
歳
代

3
0
歳
代

4
0
歳
代

5
0
歳
代

6
0
歳
代

7
0
歳
以
上

（%）

しきたりや慣習について男女が平等であると感じ

る市民の割合（単数回答）



3 

 

１．男女共同参画の意識づくり                         

① 男女共同参画に関する用語の認知  

・ 男女共同参画に関する用語の認知は全体として高まっている。 

・ 「家族経営協定」「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」「ポジティブ・アクション」など 

認知が 3割以下の用語もあり、引き続き普及啓発が求められる。 

・ 「知っている」（「知っていた」「聞いたことはある」の合計）では「セクシュアル・ハラス

メント」が最も多く 96.0%、次いで「ドメスティック・バイオレンス」が 92.5%などとなってい

ます。 

・ 男女共同参画に関する用語の認知は全体として「平成 20年度調査」よりも高くなっており、「知

っている」が「女子差別撤廃条約」は 34.2%から 51.7%、「草津市男女共同参画推進計画」が 29.7%

から 43.0%と特に認知が高まっています。 
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男女共同参画に関する用語の認知
（単数回答）

今回調査

（n=1,049）

平成20年度調査

（n=1,683）

 
 

 

※平成 20年度調査では「ポジティブ・アクション」「デートＤＶ」「リプロダクティブ・ヘルス

／ライツ」「ワーク・ライフ・バランス」について調査していない。 
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② 各分野での男女平等  

・ 男女平等感は「学校教育」「家庭生活」で高く、「しきたりや習慣」で低い。 

・ 全ての分野において、男女平等感は「男性」が「女性」よりも高くなっている。 

・ 「平等になっている」（「充分平等になっている」「ある程度平等になっている」の合計）で

は「学校教育」が最も多く 71.4%、次いで「家庭生活」が 57.9%などとなっています。 

・ 「社会全体」の男女平等感は 32.8%と低くなっています。 

・ 「職場」の男女平等感が「平成 20年度調査」よりも低くなっています。 
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女性(n=574)

 

※平成 20年度調査では「社会全体」について調査していない。 
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③ 性別役割分担意識  

・ 「男は仕事、女は家庭」という考え方に「賛成」の割合は前回調査と横ばいで、依然として

性別役割分担意識が残っている。 

・ 性別役割分担意識は「男性」が「女性」よりも高い。 

・ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について、「賛成」（「賛成」「どちらかといえば賛成」

の合計）は 41.9%、「反対」（「反対」「どちらかといえば反対」の合計）は 42.6%で、「平成

20年度調査」とほとんど同じ割合となっています。 

 ・ 「賛成」は、「男性」が 49.8%、「女性」が 35.9%と「男性」が多くなっています。 
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賛成 反対 わからない 不明・無回答
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④ 男性の家事・育児  

・ 「女性」は「男性」に積極的な家事・育児への関わりを求めており、「男性自身の抵抗感を

なくす」「夫婦や家族間でのコミュニケーションを増やす」ことが必要。 

・ 「積極的に家事・育児をすべき」は「男性」が 22.3%、「女性」が 30.3%と「女性」が多くなっ

ています。また、若い年代ほどその思いが強く、「20歳代」「30歳代」では 40%を超えていま

す。 

・ 「男性」が家事・育児などに積極的に参加するために必要なこととして、「男性自身の抵抗感

をなくすこと」が最も多く 19.8%、次いで「夫婦や家族間でのコミュニケーションを増やすこと」

が 16.9%などとなっています。 
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男性の積極的家庭生活参加のため必要なこと

（単数回答；n=1,049）

 

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと 

夫婦や家族間のコミュニケーションを増やすこと 

男性も育児や介護の休業を取得しやすい環境にすること 

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域活動についての評価を高めること 

労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること 

育児休業中や介護休業中の所得補償を充実させること 

まわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重すること 

子育てや介護を行っていく上での仲間がいること 

その他 

特に必要なことはない 
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⑤ 地域での男女間格差  

・ 2割強の人が地域での男女間格差を感じており、「性別による固定的な役割分担」「役員選

挙」などで格差がある。 

・ 男女間格差は「ある」が 23.5%となっており、「平成 20年度調査」よりも 4.8ポイント多くな

っています。 

・ 男女間格差の内容は「性別による固定的な役割分担がある」が最も多く 60.7%、次いで「役員選

挙に女性が出にくく、また選ばれにくい」が 42.9%などとなっています。 

・ 男女間格差の原因として「社会的なしきたりやならわし」が最も多く 60.0%、次いで「男・女と

いう性別によって役割が違うという意識」が 49.6%などとなっています。 

   

 

42.9

28.7

32.4

60.7

9.3

0 20 40 60 80

役員選挙に女性が出にくく、

また選ばれにくい

地域の行事・祭礼などで女性が

参加できなかったり、男性と差がある

会議などで女性が意見を

言いにくかったり、男性と差がある

性別による固定的な役割分担がある

その他

（%）

地域での男女間格差の内容

（複数回答；n=247）

 

49.6

40.2

18.5

7.1
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29.6

16.1

9.7
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家庭における教育（しつけ）

学校における教育

社会的なしきたりやならわし

男性の女性に対する偏見

女性の意識の低さ

法律や制度

その他

（%）

地域での男女間格差の原因

（複数回答；n=1,049）
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２．ワーク・ライフ・バランスについて                      

① 仕事・家事（育児）・プライベートの優先度  

・ 「希望」では「仕事・家事・プライベート」ともに優先、「現実」では「仕事」や「家事」

が優先で、「希望」と「現実」の差が大きい。 

・ 「希望」では「仕事・家事・プライベートともに優先」が最も多く 28.0%、次いで「家事とプラ

イベート優先」が 20.6%などとなっています。「希望」と「現実」の差をみると「仕事・家事・

プライベートともに優先」で「希望」が 21.5ポイント多く、「仕事優先」で「現実」が 23.8

ポイント多くなっています。 

・ 「希望」では「男性」「女性」ともに「仕事・家事・プライベートともに優先」が最も多くな

っていますが、「現実」は「男性」では「仕事優先」が最も多く、「女性」では「家事優先」

が最も多くなっています。 

3.1
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19.4
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8.8

26.9

18.9

4.3
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仕事・家事・プライベート
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不明・無回答

（%）

生活の中での、仕事・家事（育児）・プライベートの優先度
（単数回答；n=1,049）

希望

現実

 

4.9

2.6

21.0

7.7

13.3

12.7

28.8

9.0
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4.7

5.6
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10.3

6.9

8.2
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仕事・家事・プライベート

ともに優先

不明・無回答

（%）

生活の中での、仕事・家事（育児）

・プライベートの優先度【男性】*
（単数回答；n=466）

希望

現実

 

1.7

4.9

18.1

4.7

7.8

27.2

27.2

8.4

14.8

30.3

3.3

19.7

4.9

12.9

5.2

8.9

0 20 40 60

仕事優先

家事優先

プライベートな時間優先

仕事と家事優先

仕事とプライベート優先

家事とプライベート優先

仕事・家事・プライベート

ともに優先

不明・無回答

（%）

生活の中での、仕事・家事（育児）

・プライベートの優先度【女性】*
（単数回答；n=574）

希望

現実
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② 職場でのワーク・ライフ・バランス実現への取り組み  

・ 職場での取り組みとして「社長や取締役などがリーダーシップを発揮して取り組む」 

「管理職の意識改革」が求められている。 

・ 「社長や取締役などがリーダーシップを発揮してワーク・ライフ・バランスに取り組む」が最

も多く 24.9%、次いで「管理職の意識改革を行う」が 24.1%などとなっています。 

24.9

24.1

12.5

10.7

5.9

5.3

4.3

2.0

1.6

1.0

1.0

6.6

0 10 20 30

社長や取締役などがリーダーシップを発揮して

ワーク・ライフ・バランスに取り組む

管理職の意識改革を行う

無駄な業務・作業・会議をなくし、

労働時間を短縮する

育児・介護等の休業・休暇制度を充実し、

育児・介護休業をとりやすくする

短時間勤務やフレックスタイム制度など

柔軟な働き方ができるようにする

組織の中で、ワーク・ライフ・バランスを

推進する責任者を決める

年休有給休暇の取得計画をつくる

ノー残業デーを設ける

管理職以外の社員の意識改革を行う

その他

特にない

不明・無回答

（%）

職場でのワーク・ライフ・バランス実現への取り組み
（単数回答；n=1,049）
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３．仕事について                                

① 職場での男女間格差  

・ 男女間格差を感じている人が約 4割、「仕事内容」「昇進・昇格」「賃金・昇給」などで

格差がある。 

・ 「女性は健康や出産、育児のために働き続けにくい」を男女間格差の原因とする人が約 5

割、「平成 20年度調査」よりも 9ポイント増加。 

・ 職場での男女間格差が「ある」が 39.9%となっています。また、「平成 20年度調査」と比較し、

16.2ポイント多くなっています。 

・ 格差の内容は「仕事内容に格差がある」において「男性」が多く、「賃金・昇給に格差がある」

「能力の評価に格差がある」において「女性」が多くなっています。 

・ 格差の原因は「男・女という性別によって役割が違うという意識」が最も多く 51.8%、次いで「女

性は結婚や出産、育児のために働き続けにくい」が 49.5%などとなっています。 

39.9

23.7

57.7

75.3

2.4

1.0

0 25 50 75 100

今回調査

（n=551）

平成20年度調査

（n=1,094）

（%）
職場での男女間格差*

（単数回答）

ある ない 不明・無回答

 

16.3

67.5

29.3

36.6

18.7

11.4

0.0

6.5

4.9

21.9

46.9

45.8

39.6

32.3

12.5

3.1

10.4

8.3

0 20 40 60 80

募集・採用に格差がある

*仕事内容に格差がある

*賃金・昇給に格差がある

昇進・昇格に格差がある

*能力の評価に格差がある

研修・訓練の機会に格差がある

*定年になる年齢に格差がある

その他

不明・無回答

（%）
職場での男女間格差の内容 （複数回答）

男性（n=123）

女性（n=96）

 

51.8

46.8

49.5

9.5

31.4

30.9

47.1

41.7

40.5

9.3

28.2

32.0

0 20 40 60
（%）職場での男女間格差の原因 （複数回答）

今回調査

（n=220）

平成20年度調査

（n=259）

 

男・女という性別によって役割が違うという意識 

肉体的・体力的な差 

*女性は結婚や出産、育児のために働き続けにくい 

法律や制度 

職場での男性の女性観 

女性の職業人としての意識の低さ 
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② 理想とする女性の働き方                          

・ 理想とする女性の働き方は、「男性」「女性」ともに「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、

その後はパートタイムで仕事を続ける」こと。 

・ 「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続ける」が「男性」「女

性」ともに最も多く、「男性」が 28.8%、「女性」が 37.5%となっています。 

・ 「20歳代」「30歳代」で「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイムで仕事を

続ける」が多くなっています。 

・ 県の調査と比較し、「女性」で「仕事を続ける」「結婚するまで仕事をもち、結婚後は仕事を

もたない」が少なく、「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続

ける」が多くなっています。 

19.3

7.7

3.4

28.5

28.8

0.9

6.4

4.9

18.8

5.9

2.6

25.8

37.5

0.5

3.3

5.6

0 10 20 30 40

仕事を続ける

子どもができるまで仕事を持ち、

子どもができたら仕事を持たない

結婚するまで仕事をもち、

結婚後は仕事を持たない

子育ての時期だけ仕事を一時やめ、

その後はフルタイムで仕事を続ける

子育ての時期だけ仕事を一時やめ、

その後はパートタイムで仕事を続ける

仕事を持たない

その他

不明・無回答

（%）
理想とする女性の働き方*

（単数回答）

男性（n=466）

女性（n=574）

 

16.9

8.5

1.4

25.4

45.1

0.0

0.0

2.8

21.5

5.6

0.6

19.2

45.2

0.0

5.1

2.8

23.9

4.4

3.4

28.8

31.2

0.0

6.3

2.0

17.6

4.0

0.8

28.8

32.8

0.8

12.0

3.2

17.2

8.2

5.2

31.9

31.0

0.4

2.6

3.4

16.0

9.1

3.9

26.4

26.0

2.2

2.6

13.9

0 20 40 60

仕事を続ける

子どもができるまで仕事を持ち、

子どもができたら仕事を持たない

結婚するまで仕事をもち、

結婚後は仕事を持たない

子育ての時期だけ仕事を一時やめ、

その後はフルタイムで仕事を続ける

子育ての時期だけ仕事を一時やめ、

その後はパートタイムで仕事を続ける

仕事を持たない

その他

不明・無回答

（%）
理想とする女性の働き方*

（単数回答）

20歳代（n=71）

30歳代（n=177）

40歳代（n=205）

50歳代（n=125）

60歳代（n=232）

70歳代以上（n=231）

 

18.8

5.9

2.6

25.8

37.5

0.5

23.6

7.0

6.1

24.5

34.5

1.5

0 10 20 30 40

仕事を続ける

子どもができるまで仕事を持ち、

子どもができたら仕事を持たない

結婚するまで仕事をもち、

結婚後は仕事を持たない

子育ての時期だけ仕事を一時やめ、

その後はフルタイムで仕事を続ける

子育ての時期だけ仕事を一時やめ、

その後はパートタイムで仕事を続ける

仕事を持たない

（%）
理想とする女性の働き方*

（単数回答）

草津市女性

（ｎ=574）

県女性

（ｎ=1,305）
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③ 女性が仕事を続けるために必要なこと                   

・ 女性が仕事を続けるためには「家族や周囲の理解と協力」が必要。 

・ 「女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力があること」が最も多く 38.2%、次いで「育

児や介護のための施設や制度を充実させること」が 17.4%などとなっています。 

38.2

17.4

7.1

6.9

4.8

4.0

3.5

2.8

2.6

2.2

1.7

0.5

0.8

0.6

7.1

0 10 20 30 40

女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と

協力があること

育児や介護のための施設や制度を

充実させること

男女が共に労働時間を短縮し、日常的に

男女が共に家事・育児・介護を分担すること

女性が育児や介護の休業を利用しやすい

環境にすること

保育サービスや介護サービスの

利用の自己負担額を引き下げること

育児や介護で退職した社員を再雇用する

制度をもうけること

パートタイマーや派遣労働者の労働条件を

改善すること

男女間の賃金格差をなくすこと

在宅勤務やフレックスタイム制をもうけること

男性が育児や介護の休業を利用しやすい

環境にすること

女性にも責任ややりがいのある仕事を

任せること

職務上必要な知識、技術などについて

女性社員の教育を充実させること

その他

特に条件整備は必要ない

不明・無回答

（%）

女性が仕事を続けるために必要なこと
（単数回答；n=1,049）
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④ 女性管理職が少ない理由  

・ 「男性優先の意識や女性管理職に対する不安感」が、女性管理職が少ない理由として最も多

い。 

・ 「会社や組織の中に昇進・昇格に対する男性優先の意識や、女性管理職に対する不安感がある

から」が最も多く 29.5%、次いで「女性は、家庭における責任を多く担っているため、責任の重

い仕事を希望しないから」が 23.5%などとなっています。 

29.5

23.5

15.1

9.5

7.9

3.2

1.5

5.1

4.7

0 10 20 30 40

会社や組織の中に昇進・昇格に対する

男性優先の意識や、女性管理職に

対する不安感があるから

女性は、家庭における責任を

多く担っているため、責任の

重い仕事を希望しないから

女性は、勤続年数が短く、

管理職になる前に退職するから

女性は、管理職に必要とされる

能力を高める機会が少ないから

女性自身が管理職に

つくことに消極的だから

その他

女性は、能力的にみて

管理職に向いていないから

わからない

不明・無回答

（%）

女性管理職が少ない理由
（単数回答；n=1,049）
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４．セクシュアル・ハラスメントについて                     

① セクシュアル・ハラスメントだと思うこと  

・ 「セクシュアル・ハラスメント」に関する知識普及と意識啓発が進んでいる。 

・ 「性的な内容の手紙を送られたり、電話をされる」が最も多く 90.7%、次いで「性的関係を強要

される」が 90.6%などとなっています。 

・ 13項目中 12項目で「思う」が「平成 20年度調査」よりも多くなっており、セクシュアル・ハ

ラスメントの認識の高まりがうかがえます。 

90.7

90.6

89.4

86.7

85.3

78.3

77.2

76.9

73.4

71.4

61.5

50.3

32.8

86.8

86.3

84.4

86.5

71.5

78.3

67.0

68.9

64.6

58.7

49.4

41.5

24.1

0 25 50 75 100

*性的な内容の手紙を

送られたり、電話をされる

*性的関係を強要される

*性的な噂を流される

わざと肩や腕などに触られる

*性的なからかいや

冗談などを言われる

性的魅力をアピールするような

服装や振る舞いを見せられる

*食事などに執拗に誘われる

*裸や水着姿のポスターなどを

職場に貼られる

*お酌を強要されたり、カラオケで

デュエットを強要される

*年齢、結婚、容姿など

について話題にされる

*お茶くみ、後片付け、

私用などを強制される

*女性（男性）だけ残業を免除する

*「女の子」、「男の子」などと呼ばれる

（%）

セクシュアル・ハラスメントだと思うこと

（複数回答）

今回調査

（n=1,049）

平成20年度調査

（n=1,683）
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② セクシュアル・ハラスメントを受けた経験と対処方法等  

・ セクシュアル・ハラスメントを受けた経験のある「女性」が 3割弱。 

被害者の約 6.5割が我慢している。 

・ 防止策として「事業主による積極的な対策」「相談機関の設置」が求められている。 

・ 「受けたことがある」が「女性」が 28.0%、「男性」が 4.1%と「女性」が多くなっています。

また、「平成 20年度調査」は「女性」が 23.4%であり、前回よりも多くなっています。 

・ 対処方法としては「我慢した」が最も多く 64.5%、次いで「友人や同僚に相談した」が 33.3%な

どとなっています。また、「相手に苦痛であると言った」が「平成 20年度調査」よりも 9.7ポ

イント少なくなっています。 

・ 必要な防止策として「事業主が対策に積極的になる」が最も多く 85.2%、次いで「相談機関を設

置する」が 79.2%となっています。 

4.1

28.0

17.4

82.6

59.6

69.5

13.3

12.4

13.1

0 25 50 75 100

男性（n=466）

女性（n=574）

全体（n=1,049）

（%）
セクシュアル・ハラスメントを受けた経験*

（単数回答）

受けたことがある 受けたことがない 不明・無回答

 

64.5

12.6

15.8

9.3

33.3

1.6

2.7

0.5

1.1

0.0

61.6 

13.7 

25.5 

7.8 

30.2 

2.0 

0.8 

0.4 

2.4 

0.0

0 20 40 60 80

我慢した

仕事や学校を辞めた

*相手に苦痛であると言った

家族に相談した

友人や同僚に相談した

労働組合に相談した

*相談施設に相談した

弁護士に相談した

警察に相談した

相手に対し、訴訟を起こした

（%）
セクシュアル・ハラスメントへの対処方法

（複数回答）

今回調査

（n=183）

平成20年度調査

（n=255）

 

85.2

79.2

74.5

70.8

67.2

0 25 50 75 100

事業主が対策に積極的になる

相談機関を設置する

知識の普及・意識の啓発活動を継続する

加害者のカウンセリングを行う

被害者が毅然と対応する

（%）
セクシュアル・ハラスメント防止のために必要なこと

（単数回答；n=1,049）
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③ メディアでの性・暴力表現の問題                    

・ メディアでの性・暴力表現が問題だと感じている人が 6.5割強。 

そのような表現を望まない人や子どもの目に触れていることを問題だと感じている人が最

も多い。 

・ 「男性」よりも「女性」で問題意識が高い。「男性」への意識啓発が求められる。 

・ 「そう思う」は「男性」が 65.9%、「女性」が 69.2%と「女性」が多くなっています。 

・ 問題点として「男性」「女性」ともに「そのような表現を望まない人や子どもの目に触れてい

る」が最も多く、それぞれ 56.3%、66.2%となっています。 

65.9

69.2

67.4

21.0

12.5

16.4

7.5

12.5

10.3

5.6

5.7

5.9

0 25 50 75 100

男性

（n=466）

女性

（n=574）

全体

（n=1,049）

（%）
メディアでの性・暴力表現に問題はあるか

（単数回答）

そう思う そう思わない わからない 不明・無回答

 
 

 

53.5

33.2

44.3

56.3

29.4

53.5

1.6

0.9

2.2

56.7

35.0

58.9

66.2

44.3

57.9

1.5

1.7

0.5

0 20 40 60 80

女性の性的側面を過度に強調するなど、

女性の人権が侵害されている

女性に対する暴力を助長する

*児童に対する性犯罪を助長する

*そのような表現を望まない人や子どもの

目に触れている

*自分自身が、そのような表現を望まない

ので不快に感じる

社会全体の性に関する

道徳観・倫理観が損なわれている

その他

わからない

不明・無回答

（%）
メディアでの性・暴力表現の問題点

（複数回答）

男性（n=316）

女性（n=411）

 
 

 

 

 

 

* 
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５．ドメスティック・バイオレンスについて                    

・ ドメスティック・バイオレンスを受けた経験のある「女性」が 1割強。 

被害者の 5割強が我慢している。 

・ 被害者の援助体制として「被害者・加害者がいつでも電話できる相談窓口」「法的な手続き

について詳しく教えてくれる相談窓口」が求められている。 

・ 相談窓口の認知は進んでいるが、「配偶者暴力相談支援センター」の認知は 2割に至って

いない。 

・ 「受けたことがある（過去および現在の合計）女性」が 12.2%、「男性」が 3.4%と「女性」で

多くなっています。対処方法は「我慢した」が最も多く 56.3%となっています。 

・ 被害者に必要な援助体制として「被害者・加害者がいつでも電話できる相談窓口」が最も多く

88.4%、次いで「法的な手続きについて詳しく教えてくれる相談窓口」が 87.7%などとなってい

ます。 

・ 相談窓口の認知は「人権相談」が最も多く 62.9%、次いで「市民相談室」が 62.5%などとなって

おり、「配偶者暴力相談支援センター」は最も少なく 17.6%となっています。 

3.2

11.7

7.9

0.2

0.5

0.4

88.2

80.8

83.9

8.4

7.0

7.8

0 25 50 75 100

男性（n=466）

女性（n=574）

全体（n=1,049）

（%）

ドメスティック・バイオレンスを受けた経験*

（単数回答）

過去に暴力を受けたことがある 現在も暴力を受けることがある

暴力を受けたことはない 不明・無回答

 

 

56.3
21.8

20.7

17.2

10.3

5.7

4.6

3.4

3.4

2.3

0 15 30 45 60

我慢した

本人同士で話し合った

友人や同僚に相談した

家族に相談した

親戚に相談した

弁護士等、法律の専門家に

相談した

警察に相談した

公共の相談施設に相談した

自分より立場の弱い家族に

やつあたりした

職場の上司に相談した

（%）

ドメスティック・バイオレンスへの対処方法
（複数回答；n=87）

 

62.5

59.4

62.9

33.1

17.6

62.1

62.9

54.9

55.9

31.3

16.6

53.4

0 20 40 60 80

市民相談室

*家庭児童相談室

*人権相談

心配ごと相談

配偶者暴力相談支援センター

*草津警察署生活安全課

（%）
相談窓口の認知

（単数回答）

今回調査

（n=1,049）

平成20年度調査

（n=1,683）

 

 

85.8

88.4

87.7

67.0

69.7

66.3

78.6

79.8

73.3

1.4

1.0

0.9

10.4

7.9

6.9

3.9

3.3

4.6

7.1

4.3

5.4

13.2

13.9

17.2

8.8

8.5

10.3

5.6

6.3

6.0

9.4

8.5

9.6

8.7

8.4

11.8

0 25 50 75 100

家庭の中のことでも気兼ねなく

相談できる窓口

被害者・加害者がいつでも

電話できる相談窓口

法的な手続きについて

詳しく教えてくれる相談窓口

身近な交番での適切な対応

ドメスティック・バイオレンスに対する

市民への啓発

専門家同士の連携・地域ネットワーク

シェルターなどの設置

被害から逃れた方が自立して生活できる

ような経済的支援、就業支援など

加害者に対する

カウンセリングやサポート

（%）

ドメスティック・バイオレンス被害者に必要な援助体制
（単数回答；n=1,049）

必要である 必要でない わからない 不明・無回答
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６．草津市の男女共同参画の取り組みについて                   

 

・ 取り組みの認知は「男女共同参画セミナー」が最も多く約 4割。全体として取り組みの認

知が進んでいない。 

・ 今後の取り組みとして、働く人を支援するための保育、家事、介護サービスの充実が求めら

れている。 

・ 「男女共同参画セミナー」が最も多く 40.9%、次いで「男性のための料理教室」が 38.8%などと

なっています。 

・ 今後力を入れる取り組みとして「働く男性、女性を支援するための保育、家事、介護サービス

などを充実させる」が最も多く 65.1%、「学校教育の中で、男女平等や男女の共同参画について

の教育を進める」が 47.4%、「働く場での男女格差を無くすよう事業主などに対して働きかける」

が 44.7%などとなっています。 

0.6 

3.1 

0.8 

1.0 

3.0 

6.1 

1.9 

1.3 

16.7 

37.8 

7.4 

9.9 

16.2 

32.7 

14.1 

5.6 

78.7 

55.0 

87.2 

85.1 

75.4 

56.9 

79.5 

88.5 

4.0 

4.1 

4.6 

4.0 

5.4 

4.3 

4.5 

4.6 

0 25 50 75 100

啓発紙「みんなで一歩！」

男女共同参画セミナー

い～ぶんフェスタ

男女共同参画アドバイザー

による出前講座

女性のための相談

男性のための料理教室

男性のための介護教室

中高生を対象とした

「デートＤＶ」防止研修

（%）

男女共同参画社会推進のための取り組みの認知
（単数回答；n=1,049）

参加（利用）したことがある 知っている 知らない 不明・無回答
 

65.1 

47.4 

44.7 

36.8 

30.5 

27.2 

22.5 

17.2 

11.4 

2.7 

0 20 40 60 80

働く男性、女性を支援するための保育、家事、

介護サービスなどを充実させる

学校教育の中で、男女平等や男女の共同参画に

ついての教育を進める

働く場での男女格差を無くすよう事業主などに

対して働きかける

男性も、保育・家事・介護などができるよう、

経験・学習する場を設ける

市の政策・方針を決定する審議会の委員などに、

女性を多く登用する

意識改革のための啓発推進や、

学習機会の充実を図る

男女が共に参画する地域活動、

ボランティア活動を促進する

女性のための各種相談事業

を充実させる

生涯を通じた性と生殖に関する健康と権利に

ついての研修会や講座、情報提供などを充実させる

その他

（%）

草津市が男女共同参画社会実現に向け力を入れるべき取り組み
（複数回答；n=1,049）

 
 

 

 
  

 

 

 
 

  

 

 


